
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚 木 市 
（令和２年１０月１日 一部改訂版） 

厚木市住みよいまちづくり条例 

特 定 開 発 事 業 の 手 引 
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「特定開発事業」の手続きについて 

条例で開発事業に対する規制を明確にし、関係法令と趣旨を異なるものとしており、都市計画法の

事前協議ではなく、あくまでも特定開発事業の工事着手前に市の承認を得るものとして規定したもの

です。      「特定開発事業承認申請書」の提出   

 

Ừ ≤│ 

次のいずれかに該当すると、条例の対象（特定開発事業）となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とは 都市計画法に規定する開発行為、建築基準法に規定する建築、その他規則で定

める駐車場、資材置場、墓地等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更、廃棄物の保管、

積替え等を行う施設の設置をいいます。 

（条例第3条第 2 号、規則第3条） 

 

 

Ừ ≤│  （条例第24条第 1 項、規則第18条） 

 特定開発事業のうち、開発規模が一定規模以上のものについては、特定開発事業承認申請書を提

出する前に「開発（建築）計画書」を提出し、協議が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

とは  一戸当たりの面積 （ベランダ、バルコニー、パイプスペース及びメーター

ボックスに係るものを除く。）が、29平方メートル未満の形式のものをいいます。 

① を行う土地の区域の面積（開発規模）が500㎡以上のもの。 

②市街化調整区域内における開発規模が500 ㎡未満の開発事業のうち、都市計画法第29 条

の許可を必要とするもの。 

③建築物の高さが10ｍを超えるもの。ただし、第1 種、第２種低層住居専用地域においては、

軒の高さが７ｍを超えるもの又は３階以上(地階を除く)のもの。 

④隣接した土地において、同時又は連続して行う開発事業であって、全体として一体的土地利

用又は一体的造成を行うとみなされるもので、全体の開発規模が500 ㎡以上のもの（規則で

定めるものを除く。）。 

① 市街化区域内で開発規模が3,000㎡以上のもの 

② 市街化調整区域内で開発規模が2,000㎡以上のもの 

③ 建築物の延べ面積が5,000㎡以上のもの 

④ 住居戸数が 60戸以上の中高層建築物（ワンルーム形式＊は 180戸以上） 

⑤ 廃棄物処理施設の設置 

─  
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Ừ₈ ₉─ ╣ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Ẏ ὑ ˗ ǲ ► 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

条例第24条第1項 

 

 

条例第25条第１項 

 

※提出期限は毎月末日。原則、翌月中旬に開催する

開発調整会議での審議が必要です。 

条例第25条第4項 

 

条例第26条第１項 

 

条例第23条第１項 

 

 

条例第27条 

 
規則第23条 

 

 
 

 
 

条例第29条 

 
 

 

条例第32条第1項 

   

条例第32条第3項 

 
条例第32条第2項 

 

 30  10,000 45  

 

※着手した日の翌日から起算して 

1週間以内に提出 

※完了した日の翌日から起算して 

10日以内に提出 

※検査済証が交付された日以後 

でなければ、使用できません。 

 

 

※承認申請書の提出は、 

「標識の設置に関する届出書」の届

出日の翌日から起算して、 

が必要となります。 

(近隣住民への計画の説明が 
完了していることが必要です) 
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Ừ ─  

 ─  （条例第35条関係） 

            

 

 

 

 
 

100  

 

 

（第2庁舎13階） 

℡225-2420 

 
 

150  

 

 

 

 

 

 100  

 
29

 

  
 50   

 70  

  
 

29
 

  
 40   

       50  

   

 

 

29  
100  

 
29  50  

   

 

 
200

 

 

 

 

（第2庁舎5階） 

℡225-2509 

※１ 店舗等を設置する場合又は狭小敷地における基準の緩和については、ホームページ掲載の「近隣商業地

域及び商業地域における住居系目的中高層建築物の自動車駐車場設置基準」を参照してください。 

※２ 駐車場について別に協議する場合は、申請時に駐車場利用計画書（様式は任意）を添付してください。 

 

① 規模（駐車台数1台につき）  

   2.3 5.0  （機械式を除く） 
※最低基準台数の10分の1 以内は、幅2.1ｍ、奥行き3.8ｍ以上とすることができる。 

   0.6 1.9  
         ※適切に駐車可能なときはこの限りでない。 

② 開発区域が近隣商業地域及び商業地域とそれら以外の用途地域の双方にわたるときは、次の式で

算出した台数を自動車駐車場の最低基準台数とする。 

 

          ×      ＋             ×       ＝ 

 

③ 建築物の用途が複数になるときは、それぞれの区分に応じて算出したものを合計した台数を、自動

車駐車場及び自転車駐車場の最低基準台数とする。 

近隣商業地域 

商業地域 

開発規模（全体） 

の面積 
近隣商業地域 

及び商業地域 

の 

基準台数 

近隣商業地域 

商業地域 

開発規模（全体） 

以外の地域 

の面積 
近隣商業地域 

及び商業地域 

以外の地域の 

基準台数 

 

 

（小数点以下は、 

計算後に切り上げ） 
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500  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第2庁舎15階） 

℡225-2412 

 

みどりの協定 

締結物件 

については 

 

 

 

℡224-1111 

 

工場立地法 

届出物件 

については 

 
（第2庁舎8階） 

℡225-2831 

 

 

500    
3,000  

5  

3,000  
10,000  

10  

10,000  15  

 
 

 

 

 

 10  
10 /  

  

 

 
 

10  /  
 1.5  

 

  
0.25 /  

  

10  

 
 

 

10,000  
0.2 

 50cm 1.2

0.3 0.5 2 3 /  

 
1.5 /m  

 

 
 

 
 100  

 
50  

※算定基準面積とは、開発規模から公共施設（公園等を除く）の面積を除いた面積。 

※緑化率とは、算定基準面積に対する緑化地（緑化を行う地面）の面積の割合。なお、植栽樹木を面積換算した

面積値についても、基準の緑化率を満たすこと。（基準の緑化率は、緑化地及び植栽樹木の面積の両方を満

たすこと。） 

 

① 一戸建ての住宅の建築を目的とする場合は、住宅の建築後に緑化することができる。 

② 条例３６条第３号の規定により設置した公園等の面積は、当該緑化地の面積に含むことができる（一

戸建ての住宅を建築する目的は除く）。 

③ 開発区域が近隣商業地域及び商業地域とそれら以外の用途地域の双方にわたるときは、次の式で

算出したものを最低基準緑化率とする。 

 

          ×      ＋             ×        ＝ 

 

近隣商業地域 

商業地域 

算定基準面積 

の面積 
近隣商業地域 

及び商業地域 

における 

基準の緑化率 

 

 

近隣商業地域 

商業地域 

算定基準面積 

以外の地域 

の面積 

算定基準面積に

応じた 

近隣商業地域 

及び商業地域 

以外の 

地域における基

準の緑化率 
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 ─  （条例第36条関係） 

            

  

 

 

 

 
 

 

（第2庁舎10階） 

℡225-2305 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
（第2庁舎12階） 

℡225-2401 

 

 
 

 
（第2庁舎14階） 

℡225-2385 

      

  

 

 

 
  

  

   

 
（第2庁舎15階） 

℡225-2380 

 
             

 

 
（第2庁舎8階） 

℡225-2351 

 

 

       

3,000  

 

  
 

 

120  

 

（第2庁舎15階） 

℡225-2412 

 

 
( ) 

 

 

 

 
( ) 

 
( ) 

  

※１ 雨水貯留施設は、開発規模1ha以上で流末施設の整備を行うのが困難であると認める場合に設置。 
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10
  

 
（消防本部2階） 

℡223-9368 

 

  

 

 

 

 
2,000  

140 40   
2,000  

2,000
100mm

 
 

  

 

 

 
29  

15
1  

0.25
  

 
（環境センター） 

℡225-2790 

 
 

29  

25
 

0.15
  

 
15

 
0.25

  

 
 

 

20ha

  

 
℡225-2890 

 
℡225-2513 

 
 

 
（第2庁舎5階） 

℡225-2663 

 

 

① 住宅の区分が複数で戸数が 15 戸以上のときのごみ集積所の基準は、それぞれの区分に応じて算

出した面積を合算した面積以上を基準とする。 

② 住宅の戸数が、ごみ集積所の基準に満たない場合において、区域周辺の状況を考慮して市長がご

み集積所の設置が必要と認めるときは、上記の基準の例により設置すること。 

③ 市に用地を引き継ぐ場合は、有効面積３㎡以上確保すること。 

 

 

 

 ∕─ ─  

 

 

 

 

 

 

   （条例第38条） 

   （条例第39条） 

   （条例第40条） 

   （条例第41条） 
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Ừ ─  （条例第25条・規則第20条） 

近隣住民等への計画の説明を行う前に

開発区域内の見やすい位置に、標識を設

置してください。また、設置後は速やかに

「標識の設置に関する届出書※」を提出して

ください（設置した場所や記載内容が明確

に分かる標識の写真を添付してください）。  

標識は、雨風に強い構造及び材質とし、

開発区域に接する道路面ごとに設置してく

ださい。設置期間は、工事の検査済証が交

付されるまでとなります。 

 

 

Ừ ┘ ┼─ ─  

特定開発事業承認申請書を提出する前に、規則第５条に定める範囲の近隣住民に当該特定開発事

業の計画について説明し、規則第６条に定める周辺住民から説明を求められた場合は、説明をしなけ

ればなりません。（条例第26条） 

 近隣住民及び周辺住民は、次ページに定める範囲内の土地所有者・建物所有者（登記簿による確

認）、建物占有者となります。 

 

ủ │⁸ ─ ╩ ⇔√ ┘ ╩╙∫≡ ™╕∆⁹（規則第21条第 2 項） 

ה ─  （①～⑪を記載したものを任意で作成ください） 

①事業者、代理人及び工事施行者の氏名、住所、電話番号 ②開発区域の所在及び地番 ③

事業の目的 ④開発規模 ⑤予定建築物の概要 ⑥工事予定期間及び作業時間 ⑦安全対策 

⑧災害防止の対策 ⑨土砂等の搬出入計画 ⑩周辺の住環境に及ぼす著しい影響及びその対

策 ⑪緊急時の連絡先 

ה ╩ ⇔√  （土地利用計画図や予定建築物平面・立面図など） 

8 16  

 

ủ  

説明は、説明会で行うことが原則ですが、近隣住民等から説明会開催の要望がなければ、個別に

説明を行うことに代えることができます。（規則第21条） 

 ₆ ⌐╟╢ ₇ 

   ・説明会による説明を行うときは、開催日の10 日前までに、近隣住民等に対して開催する旨の通

知をしてください。 

   ・説明会に参加しなかった近隣住民等がいた場合は、個別に説明を行ってください。 

 ₆ ⌐╟╢ ₇ 

   ・説明は必ず訪問して行ってください（市外の方は除く。）。 

  ・訪問時に不在だった場合や近隣住民等が市外に居住（所在）するときは、説明資料を郵便受け

へ差し入れ、又は郵送することができます。説明資料には、問い合わせの連絡先と期限を記載

してください。なお、問い合わせ期限は、郵便受けへ差し入れ又は郵送した日の翌日から起算

して10 日以上経過した日とし、期限までに連絡がない場合は説明がなされたとみなすことがで

きます（質疑応答内容書に経過を記載してください。）。 

 

90cm 

以上 

50cm以上 

 
  

             

 
  

             

 
  

             

 

  

  

 

    

   

   

  

25 1
  

       

90cm以

上 
表の大きさは 
80cm×80cm程
度以上とし、標
識の面全体を使
って大きく、見
やすく記載して
ください。 

HP  
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商業地域、工業地域、工業専用地域に

ある場合は、近隣住民や周辺住民の範

囲から除く。 

 

15m 
 

用途地域が商業地域など 

 

建築物の高さの2倍 

ủ ┘ ─  ─ ⁸ ⁸ ⌐  

₆ ₇ 

 
                                   ◎以下の範囲から近隣住民を除いた範囲 

①敷地境界線から10mの範囲         ①敷地境界線から20mの範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₆ ─ ₇ 

 

                                   ◎以下の範囲から近隣住民を除いた範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣住民 周辺住民 

近隣住民 周辺住民 

①敷地境界線から20mの範囲 
②中高層建築物の外壁からその建築物の高さ

の 2 倍以内の範囲 
③中高層建築物により冬至日の真太陽時によ

る午前9時から午後3時までの間に日影を生
じる範囲（土地又は建築物の全部が商業地
域、工業地域、又は工業専用地域にある場
合の土地所有者等を除く。） 

④中高層建築物により、電波障害が生じると 
予測される範囲又は現に生じている範囲 

①敷地境界線から15mの範囲 
②中高層建築物の外壁からその建築物

の高さの2倍以内の範囲で、かつ、そ
の建築物により冬至日の真太陽時に
よる午前9時から午後3時までの間に
日影を生じる範囲（土地又は建築物
の全部が商業地域、工業地域、又は
工業専用地域にある場合の土地所有
者等を除く。） 

15m 1 

2 

 

H=20m 

Hx2=40m 

15m 20m 

3 

 

H=20m 

Hx2=40m 1 

2 

4 

1 10m 

1 

10m 

20m 

－8－ 
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₆ ─№╢ ╩ ℮ ⌂≥₇ 

工事用車両の通行、上下水道の敷設に伴う通行止め、施設の完成後において施設や施設関係

車両の通行による周辺の住環境への影響が想定される場合等、特殊性のある事業については、

事業説明範囲等の拡大について市と事業者が協議し、設定する必要があります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        

 

 

 

 

 

 

騒音や煙・臭気などの発生が予想される工
場や廃棄物等の処理場及び葬祭場など、
周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの 

1 

 
※周囲に影響を及ぼす

おそれのある施設や
騒音・煙・臭気などを
発生する事業 

 

 

10 15  

 
 

 
 

 

車両等のライトが沿線の住宅等を照らし
住環境に影響を与える場合など 

2 

●奥まった場所での開発事業などにおいて、幹線道路より 
狭い道路を通り資材等の搬出入を行う場合 

●狭い道路に上下水道等を敷設する工事を行う場合 

3 

 
※夜間など車の出入 

りが頻繁な事業 

 

 
 

10 15  

 

  

 

10 15  

 ™   

4 ●施設完成後、施設利用者・従業員等の車両が周辺 

の生活道路に影響を与える可能性がある場合 

™  

   

 

 

大
型
ト
ラ
ッ
ク 

大
型
ト
ラ
ッ
ク 

 

 

配送用トラック 

 

 10 15  
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ủ₈ ₉╩ ⇔⁸ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 説明した概要をまとめ、承認申請時に添付してください。 

 

 

 

 説明範囲図は、公図の写しを使って、近隣住民の範囲を明示し、地番

ごとに「②説明対象者一覧表」に対応する番号を記してください。なお、

中高層建築物の建築を目的とする場合は、公図の写しを使ったものの

ほか、住宅地図に日影に係る近隣住民の範囲等を記したものも同様に

作成してください。 

 

 

Ừ ─  （条例第23条・規則第17条） 

  

    

  

  

  

【添付図書】                   HP  

□位置図（広域案内図） □区域図（周辺案内図） □現況図 

□公図の写し □公共公益施設新旧対照図 □土地利用計画図 

□排水施設計画平面図 □排水施設断面図 □排水施設構造図 

□雨水流量計算書 □造成計画平面図 □造成計画断面図 

□がけ断面図 □擁壁断面図（フェンス構造図） □道路断面図 

□道路構造図 □接する道路の整備図 □緑化計画平面図 

□公園等関係図面一式 □緑化求積図 □土地求積図 

□境界確定図(証明印付き）※ □消防水利施設構造図 □ごみ集積所構造図 

□予定建築物平面図及び床面積表 □予定建築物立面図（4面） □予定建築物断面図（2面） 

□機械式自動車駐車場構造図 □テレビ受信障害調査報告書    □説明会等結果報告書★  

□特定開発事業の施行等の同意書★※  □印鑑証明書(3箇月以内のもの）※ 

□土地建物登記簿全部事項証明書（3箇月以内のもの）              □委任状★ 

□現況写真 □駐車場利用計画書 □その他 

 

 

※境界確定図＝開発区域に接する公共施設の境界が確定していることを証する書面（管理者の

証明印等が押印されたもの）。 

※「特定開発事業の施行等の同意書」については、開発区域における土地及び建物の権利者（所

有者、抵当権者、地上権者等）の実印による同意となります。（事業者が権利者である場合につ

いても必要となります。） 

※印鑑証明書は、「特定開発事業の施行等の同意書」に押印したものを提出してください。 

※記載内容から他の図書と併記して用いることができるものは、併用できます。 

※物件によっては添付の必要のない図書もありますので、詳しくは係員にお尋ねください。 

30  10,000 45  

1  

 
   

 

HP  

 

承認申請書を 
提出できます。 
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Ừ∕─ ─ ה ⌂≥ 

 
ủ  （条例第24条第 1項、規則第19条第 2 項） 

大規模特定開発事業に該当した場合に提出し、市との事前協議を行ってください。 

   

 

ủ  （条例第29条） 

承認を受けた特定開発事業に着手したときは、着手した日の翌日から起算して１週間以内に工事

着手届出書を市長に届け出てください。（工事施行者、工事予定期間等が当初から変更となる場合

には、修正後の標識写真を併せて提出してください。） 

ủ  （条例第30条第 1 項、規則第24条第 2 項） 

承認内容に変更が生じた場合等に提出し、再度事業の承認を受けてください。 

    

ủ  （条例第30条第 3項） 

特定開発事業承認書の内容に変更が生じない変更などの軽微な変更をしようとするときは、あらか

じめ変更届出書を市長に届け出てください。 

ủ  （条例第31条第 2 項、規則第27条第 2 項） 

承認を受けた事業者からその地位を承継する場合に提出し、承認を受けてください。 

   

 

ủ  （条例第32条第 1 項） 

特定開発事業の工事が完了したときは、完了した日の翌日から起算して10 日以内に工事完了届

出書を市長に届け出てください。 

ủ ╡╛╘  （条例第34条第 1 項） 

特定開発事業承認申請書を提出した後、当該特定開発事業を中止したときは、直ちに特定開発事

業取りやめ届出書を市長に届け出てください。 

なお、取りやめに当たっては、土砂の流出など災害発生を防止するための措置を講じ、市に報告

してください。 

 

 

 

Ừ∕─  
ủ ─  （条例第28条） 

承認を受けた後でなければ、特定開発事業の工事に着手できません。 

また、特定開発事業の内容を変更する場合は、変更承認を受けた後でなければ、変更に係る特定

開発事業の工事に着手できません。 

ủ ─ ─  （条例第33条） 

条例第 32 条第２項の規定による検査を受けた後、検査済証が交付された日以後でなければ、特

定開発事業により建築した建築物又は設置した施設を使用することはできません。 
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ủ ─  （条例第43条ほか） 

事業者及び工事施行者は、特定開発事業に関して紛争が生じたときには、自ら積極的に解決に

努めなければなりません。 

なお、市長に紛争の調整の申出があった場合、市長はあっせん、調停を行い、紛争の解決に努め、

必要があると認められるときは、工事着手の延期、工事の停止などを要請することができます。 

 

ủ ⁸ ⁸ ⁸  （条例第52、53、55、57条） 

工事着手の制限などに違反した事業者又は工事施行者に対し、必要な措置をとるよう勧告、命令

し、氏名を公表することがあります。 

また、命令に従わない場合には、罰則（氏名の公表、６月以下の懲役又は50 万円以下の罰金）が

適用されます。 

 

 

ủ ╖╟™╕∟≠ↄ╡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 この条例は、市民参加によるまちづくりを推進するための基本となる事項並びにより快

適で住みよいまちづくりの推進及び良好な近隣関係の保持を図るために土地利用に関す

る手続き及び基準を定め、もって総合的かつ計画的なまちづくりを推進することを目的

としています。 

 

 

 

１ まちづくりは、本市の恵まれた河川、里山等の自然環境と調和したまちなみや風景を守

り育んでいくように行わなければならない。 

 

２ まちづくりは、すべての市民が将来にわたり快適に暮らせるよう行わなければならな

い。 

 

３ まちづくりは、「土地については公共の福祉を優先させるものとする」と定められた土

地基本法の理念を踏まえるとともに、厚木市自治基本条例（平成 22 年厚木市条例第 25

号）第 16 条第１項の基本構想に基づき、市、市民並びに事業者及び工事施行者の相互

の理解及び信頼の下に、協働で行わなければならない。 
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http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/  
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